
2025年を見据えた
　　「地域包括ケアシステム」の推進
　介護保険制度は、社会全体で高齢者を支える制度として平成１２年４月にスタートしました。高齢化の進行、
介護する家族の高齢化のほか、核家族化の進展により、ますます介護保険制度の重要性は高まっています。さ
らに、２０２５年には団塊の世代の方々が７５歳を迎えることから、「地域包括ケアシステム」の構築を進めること
が求められます。
　市では、市民のみなさまが安心して住み慣れた地域で暮らしていける地域づくりを推進するため、「高齢者
計画・第６期介護保険事業計画」を定め、『八王子版』地域包括ケアシステムの実現に向けた取組みを推進して
いきます。
　この特集号では、第６期介護保険事業計画（平成27年度～29年度）の取組みや介護保険料の改定、介護保
険制度改正の主な改正点についてお知らせします。

　「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が可能な限
り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、「予防・介
護・医療・生活支援・住まい」を一体的・継続的に提供
する体制のことです。その推進には、多様な地域の特
性と地域資源を踏まえ、地域のつながりと支えあいの
体制を構築していくことが必要です。

◦認知症地域支援推進員及び認知症初期集中支援
チームの配置
　　新たに国が策定した認知症施策推進総合戦略
「新オレンジプラン」に基づき、市は認知症高齢者に
やさしい地域づくりを推進するため、平成28年度か
ら専門相談に対応する「認知症地域支援推進員」を
各高齢者あんしん相談センターに、認知症を初期の段階から医療と
介護が連携して支援する「認知症初期集中支援チーム」の配置を
それぞれ行います。
◦高齢者あんしん相談センターの増設
　　市民のみなさまの住み慣れた地域として１５の地域に区分してい
る日常生活圏域を、将来２１圏域に拡充することを目指して、平成
28年度及び29年度に「高齢者あんしん相談センター」をそれぞれ
1か所増設します。
◦地域密着型サービスの充実
　　平成27年度から地域密着型介護老人福祉施設（地域密着型特
別養護老人ホーム）を３か所、小規模多機能型居宅介護を７か所、看
護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）を３か所などの整備
に取り組みます。

「地域包括ケアシステム」とは

第６期介護保険事業計画における主な取組み

5.1
2015

（平成27年）

介護保険特集号

▲高齢者あんしん相談センターでの相談の様子
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本
市
の
高
齢
者
人
口
は
、団
塊
の
世
代
が

65
歳
を
迎
え
て
い
る
た
め
、急
激
に
増
加
し

て
お
り
、今
後
も
4
％
程
度
の
増
加
が
続
く

こ
と
が
見
込
ま
れ
ま
す
。高
齢
化
率
は
、現
在

の
24・０
％
か
ら
、平
成
29
年
度
に
は
、25
％

を
超
え
市
民
の
４
人
に
１
人
が
高
齢
者
に
な

る
と
推
計
さ
れ
ま
す
。（
図
1
）ま
た
、こ
れ
に

伴
い
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
る
要
介
護

認
定
者
の
方
も
増
加
が
続
く
こ
と
か
ら
保
険

給
付
費
も
増
加
す
る
見
込
み
で
す
。（
図
２
）

　
介
護
保
険
に
か
か
る
費
用
の
う
ち
、半
分

は
被
保
険
者
の
方
々
の
支
払
う
保
険
料
で
、

残
り
の
半
分
は
国・
都・
市
の
公
費
で
ま
か

な
っ
て
い
ま
す
。平
成
27
年
度
か
ら
29
年
度

ま
で
の
３
年
間
に
必
要
と
な
る
費
用
は
約

１
１
７
１
億
円
と
推
計
さ
れ
ま
す
。こ
の
う

ち
の
22
パ
ー
セ
ン
ト
が
65
歳
以
上
の
方
の
保

険
料
負
担
と
な
り
ま
す（
図
３
）。

　

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
は
、介

護
保
険
事
業
計
画
で
見
込
ん
だ
３
年
間
の

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
な
ど
を
も
と

に
図
4
の
計
算
式
で
算
定
し
ま
す
。

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
を
改
定
し
ま
す

  50％
公費（税金）
国25％
都12.5％
市12.5％40～64歳の

方の保険料
28％

65歳以上の
方の保険料

22％

【図3】�介護保険の財源構成

【図4】�

◆
介
護
保
険
の
財
源

◆
65
歳
以
上
の
方
の
保
険
料

（64,900円）
基準額 ＝ × ÷

八王子市で必要な
介護サービスの総費用

65歳以上の
方の負担分

八王子市に住む
65歳以上の方の人数

　

国
は
、中
重
度
の
要
介
護
者
や
認
知
症

高
齢
者
へ
の
対
応
の
更
な
る
強
化
、介
護
人

材
確
保
対
策
の
推
進
、サ
ー
ビ
ス
評
価
の
適

正
化
と
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の

構
築
と
いっ
た
基
本
的
な
考
え
方
に
基
づ
き
、

賃
金・物
価
の
状
況
、介
護
事
業
者
の
経
営

状
況
等
を
踏
ま
え
平
成
26
年
度
と
比
べ
▲

２・
27
％
の
減
改
定
を
行
な
い
ま
し
た
。ま

た
、人
件
費
の
地
域
差
を
調
整
す
る
た
め
の

報
酬
単
価
を
定
め
る
地
域
区
分
の
上
乗
せ

割
合
の
見
直
し
も
行
な
い
、本
市
に
お
い
て

は
、12
％
か
ら
15
％
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

◆�

高
齢
者
数
と
要
介
護
認
定

者
数
の
見
込
み
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【図2】�保険給付費の推計
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【図1】�高齢化率と要介護認定者数の推計
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◆所得段階を見直し
　算定された基準額（八王子市の基準額は年額６４，９００円）をもとに、一人ひとりの収入の差を考慮して所得段階別に
保険料を決定しています（図5）。第5期介護保険事業計画との比較では、第１・２所得段階が一本化された一方、本市
では高額所得者に対して１区分追加し多段階化を図りました。
　国の施策として、２７・２８年度と２９年度で低所得者への保険料軽減率が変更されることが見込まれます。本市はこ
の変更を見込んで３年間の介護保険事業計画を立てています。

◆詳しい通知書は７月上旬に
　６５歳以上の方の平成２7年度の保険料に関する通知書は７月上旬に個別にお送りします。決定した保険料額や納め
方などの詳細は、こちらの通知書で確認してください。
問い合わせは介護保険課（☎620・7415、FAX620・7418）へ。

保険料の所得段階設定について

【図5】　65歳以上の方の介護保険料
旧保険料

（平成26年度まで） 新保険料（平成27～29年度）

所得段階 保険料
年額（円） 所得段階 対象になる方

算定方法
（平成27・28

年度）

保険料年額（円）
（平成27・28

年度）
算定方法

（平成29年度）
保険料年額（円）
（平成29年度）

第1段階
第2段階 26,500 第1段階

本
人
が
市
民
税
非
課
税

・生活保護受給の方
・老齢福祉年金の受給者で、
�世帯全員が市民税非課税の方
・�世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と
�合計所得金額の合算額が80万円以下の方

基準額×
0.45 29,200 基準額×

0.30 19,500

特例
第3段階 35,300 第2段階

世帯全員が市民税非課税で、
課税年金収入額と合計所得金額の合算額が
80万円超、120万円以下の方

基準額×
0.60 38,900 基準額×

0.50 32,400

第3段階 38,200 第3段階 世帯全員が市民税非課税で、
第1段階、第2段階に該当しない方

基準額×
0.70 45,400 基準額×

0.70 45,400
特例
第4段階 52,900 第4段階 世帯に市民税課税の方がいて、課税年金収入額と合

計所得金額の合算額が80万円以下の方
基準額×
0.90 58,400 基準額×

0.90 58,400
第4段階
（基準額） 58,800 第5段階 世帯に市民税課税の方がいて、

第4段階に該当しない方 基準額 64,900 基準額 64,900

第5段階 64,700 第6段階

本
人
が
市
民
税
課
税

合計所得金額が120万円未満の方 基準額×
1.15 74,600 基準額×

1.15 74,600

第7段階 合計所得金額が120万円以上190万円未満の方 基準額×
1.30 84,400 基準額×

1.30 84,400第6段階 73,500
第7段階 82,300 第8段階 合計所得金額が190万円以上290万円未満の方 基準額×

1.45 94,100 基準額×
1.45 94,100

第8段階 91,100 第9段階 合計所得金額が290万円以上350万円未満の方 基準額×
1.60 103,800 基準額×

1.60 103,800

第9段階 99,900 第10段階 合計所得金額が350万円以上500万円未満の方 基準額×
1.75 113,600 基準額×

1.75 113,600

第10段階 108,700 第11段階 合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 基準額×
1.90 123,300 基準額×

1.90 123,300

第11段階 123,400 第12段階 合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 基準額×
2.15 139,500 基準額×

2.15 139,500

第12段階 138,100 第13段階 合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 基準額×
2.40 155,700 基準額×

2.40 155,700

第14段階 合計所得金額が1,500万円以上の方 基準額×
2.65 172,000 基準額×

2.65 172,000

期 日 時 間 会 場 期 日 時 間 会 場
5月9日(土) 午前９時半から午前１１時半まで 石川市民センター 5月23日(土) 午前９時半から午前１１時半まで 川口市民センター
5月9日(土) 午後２時半から午後４時半まで 中野市民センター 5月24日(日) 午前９時半から午前１１時半まで 横山南市民センター

5月10日(日) 午前９時半から午前１１時半まで 長房市民センター 5月24日(日) 午後２時半から午後４時半まで 北野市民センター
5月10日(日) 午後２時半から午後４時半まで 由木東市民センター 5月30日(土) 午前９時半から午前１１時半まで 学園都市センター
5月16日(土) 午前９時半から午前１１時半まで 浅川市民センター 5月30日(土) 午後２時半から午後４時半まで 南大沢市民センター
5月16日(土) 午後２時半から午後４時半まで 子安市民センター 5月31日(日) 午前９時半から午前１１時半まで 由井市民センターみなみ野分館
5月17日(日) 午前９時半から午前１１時半まで 恩方市民センター 5月31日(日) 午後２時半から午後４時半まで 元八王子市民センター
5月17日(日) 午後２時半から午後４時半まで 台町市民センター

◆介護保険制度説明会を開催します
　介護保険制度のしくみや利用可能なサービスなどをお知らせするため、「はちおうじの介護保険」パンフレットを発行
しました。市役所１階高齢者福祉課、介護保険課、各事務所、高齢者あんしん相談センターで配布しています。
　また、ご家族の介護や将来への備えなどに役立てていただくため、介護保険制度説明会を市内15か所で開催しま
す。費用は無料、事前申し込みも不要です。直接会場へお越しください。
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お問い合わせ 介護保険課 ☎６２０・７４４２、ＦＡＸ６２０・７４１８へ

　介護保険施設に入所・短期入所した場合の食費・居住費は原則として全額自己負担となりますが、所得が
低い方（世帯全員が市民税非課税）については、申請により食費・居住費を軽減する制度があります。
　平成27年8月から、市民税非課税世帯でも下記のいずれかの条件に該当する場合には、負担限度額認定制
度の対象外となります。
　・夫婦が世帯分離しているが、配偶者が市民税課税者である場合
　・預貯金等が単身で1千万円、夫婦で2千万円を超える場合

利用者負担の上限額（月額） 平成２７年７月まで 平成２７年８月から
所得区分 上限額（世帯合計）

現役並み所得者※ （新設） 44,400円
市民税課税世帯の方 37,200円 37,200円
世帯全員が市民税非課税の方 24,600円 24,600円
①�本人の課税年金収入額と合計所得金額が
　80万円以下の方
②老齢福祉年金受給者の方

15,000円（個人） 15,000円（個人）

生活保護受給者の方 15,000円（個人） 15,000円（個人）
※現役並み所得者
　�　同一世帯内に課税所得145万円以上の第１号被保険者（65歳以上）がいる方で、第1号被保険者の
収入が383万円（2人以上の場合は520万円）以上の方

介
護
保
険
制
度
の
主
な
改
正
点
に
つ
い
て

負担限度額認定制度の対象となる方の条件が変わります。

●�

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
対
象

者
が
変
わ
り
ま
す
。

　

自
宅
で
の
生
活
が
困
難
で
入
所
の
必

要
性
が
高
い
方
々
が
入
所
し
や
す
く
な

る
よ
う
、
新
た
に
入
所
す
る
方
に
つ
い

て
は
、
原
則
と
し
て
要
介
護
3
以
上
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
要
介
護
1
・
2
の
方
で
も

や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
た
場
合
は
、
入
所
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

●�

多
床
室
の
居
住
費
負
担
額
が
変
わ
り

ま
す
。

　

介
護
保
険
施
設
等
の
多
床
室
の
居
住

費
に
つ
い
て
、
光
熱
水
費
相
当
分
の
額

が
見
直
さ
れ
、
基
準
費
用
額
が
３
２
０

円
か
ら
３
７
０
円
に
変
更
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
利
用
者
負
担
第
2
段
階
及
び
第

3
段
階
の
負
担
限
度
額
に
つ
い
て
も
、

３
２
０
円
か
ら
３
７
０
円
に
変
更
さ
れ

ま
す
。

　

ま
た
平
成
27
年
8
月
か
ら
は
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
の
基
準
費
用
額
が
３
７

０
円
か
ら
８
４
０
円
に
変
更
さ
れ
ま

す
。

●�

一
定
以
上
の
所
得
の
方
の
利
用
者
負
担

割
合
が
２
割
に
変
わ
り
ま
す
。

　
保
険
料
の
上
昇
を
可
能
な
限
り
抑
え
つ

つ
、
制
度
の
持
続
可
能
性
を
高
め
る
た

め
、
負
担
能
力
の
あ
る
一
定
以
上
の
所
得

の
方
に
つ
い
て
、
利
用
者
負
担
割
合
が
2

割
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

利
用
者
負
担
割
合
が
2
割
と
な
る
の

は
、
左
記
の
条
件
に
両
方
当
て
は
ま
る
方

で
す
。

・�

第
1
号
被
保
険
者
本
人
の
合
計
所
得
が

１
６
０
万
円
以
上

・�

同
一
世
帯
の
第
1
号
被
保
険
者
の
年
金

収
入
及
び
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
の

合
計
が
、
単
身
で
２
８
０
万
円
以
上
、

2
人
以
上
の
世
帯
で
３
４
６
万
円
以
上

　
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る

方
全
員
に
、
利
用
者
負
担
の
割
合
（
1
割

又
は
2
割
）
が
記
載
さ
れ
た
「
介
護
保
険

負
担
割
合
証
」
を
発
行
し
ま
す
。

●�

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
上
限
額
の
一

部
が
変
わ
り
ま
す
。

　
同
月
内
に
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

者
負
担
（
1
割
又
は
2
割
）
の
合
計
金
額

が
高
額
に
な
り
、
一
定
の
上
限
額
（
左
表

参
照
）
を
超
え
た
と
き
は
、
申
請
に
よ
り

超
え
た
分
を
「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」

と
し
て
支
給
し
ま
す
。

　
現
役
並
み
に
所
得
が
あ
る
方
に
つ
い
て

は
、
上
限
額
が
左
表
の
と
お
り
変
更
と
な

り
ま
す
。

◆
平
成
27
年
４
月
か
ら
の
改
正
点

◆
平
成
27
年
８
月
か
ら
の
改
正
点


